
IV IV 次世代電子行政サービスの実現に向けて次世代電子行政サービスの実現に向けて

次世代電子行政サービスを実現するために「ｅワンストップ・イニシアティブ」を推進する。先行プロジェクト次世代電子行政サービスを実現するために「ｅワンストップ・イニシアティブ」を推進する。先行プロジェクト
として実証実験を中心に課題の検証を行うと共に、基本的な枠組みの構築を行い、知識創造の社会へ導くとして実証実験を中心に課題の検証を行うと共に、基本的な枠組みの構築を行い、知識創造の社会へ導く
次世代電子行政サービスの継続的な成長に向けた取組みを進める。次世代電子行政サービスの継続的な成長に向けた取組みを進める。

１．１．実証実験に向けた主な課題実証実験に向けた主な課題

２．２．次世代電子行政サービスの環境整備に向けた主な課題次世代電子行政サービスの環境整備に向けた主な課題

－－ ワンストップワンストップ化に向けた化に向けた法制の検討法制の検討

－－ 総合的・一体的な取組みの推進体制の整備総合的・一体的な取組みの推進体制の整備

－－ 手続にかかる業務の総点検手続にかかる業務の総点検

－－ 官民における関係手続の連携強化官民における関係手続の連携強化

－－ 情報の透明化情報の透明化

－－ フロントオフィスにおけるワンストップポータルの実現フロントオフィスにおけるワンストップポータルの実現

－－ バックオフィスにおける情報の共同利用の促進バックオフィスにおける情報の共同利用の促進

－－ 国・地方における関係手続の連携検討国・地方における関係手続の連携検討

－－ データや様式の標準化データや様式の標準化

３．知識創造の社会へ導く次世代電子行政サービスの３．知識創造の社会へ導く次世代電子行政サービスの
継続的な成長に向けた取組み継続的な成長に向けた取組み

－－ 社会保障カード（仮称）、電子私書箱（仮称）との連携社会保障カード（仮称）、電子私書箱（仮称）との連携



参考資料７

年金手帳
健康保険被保険者証

国民健康保険被保険者証
介護保険被保険者証 雇用保険被保険者証

根拠規定
国民年金法第１３条

厚生年金保険法施行規則第８１条
年金手帳の様式を定める省令

健康保険法施行規則第４７条
国民健康保険法施行規則第６条、第２０条

介護保険法施行規則第２６条 雇用保険法施行規則第１０条

必要になる場合

●年金や一時金の請求をするときに社会保険
　事務所等に提示

●年金や一時金についての相談を受けるとき
　社会保険事務所等に提示

●被保険者の氏名及び住所等に変更のあった
　ときに社会保険事務所等に提出

等

●保険医療機関等で診療を受けようとするとき、保険医療
　機関の窓口に提出

【健保】
●被保険者の氏名及び事業所名称等に変更のあったと
　 きなどに、社会保険事務所又は健康保険組合に提出

【国保】
●被保険者の氏名及び世帯主の住所等に変更のあった
　 ときなどに、市町村又は国民健康保険組合に提出

●要介護（要支援）認定の際、市町村に提出

●介護サービスを受けようとするとき、事業者又は施設の
　窓口に提示

●被保険者の氏名及び住所等に変更のあったときに
　市町村に提出

●被保険者が被保険者の資格を喪失したときに市町村に
　提出

等

●雇用保険被保険者証の交付を受けた者が
　一度被保険者資格を喪失し、再び被保険
　者となった場合に、事業主に提示

●被保険者が他の事業所に転勤した場合や
　氏名を変更した場合に、事業主に提示

●被保険者となったことの確認の請求をした
　ときに、公共職業安定所に提出

交付主体 社会保険庁長官
【健保】社会保険事務所長等又は健康保険組合
【国保】市町村又は特別区又は国民健康保険組合

市町村等 公共職業安定所長

交付対象
①厚生年金の被保険者
②国民年金第１号被保険者・第３号被保険者

【健保】被保険者及び被扶養者
【国保】被保険者

・第１号被保険者
・第２号被保険者のうち、①要介護（支援）認定を申請し
　た者及び②介護保険被保険者証の交付を申請した者

被保険者

交付単位 個人
原則、個人単位
ただし、国保と健保組合においては、経過的に世帯単位
の交付を認めているところ。

個人単位（第２号被保険者については、要介護（支援）認
定を申請した者若しくは交付を希望した者に交付）

個人

交付手続

【国年】
●第１号被保険者は市町村に資格取得届を
　提出
●第３号被保険者は、その配偶者が使用され
　る事業主又はその配偶者が加入する共済
　組合等に資格取得届を提出

【厚年】
●事業主が社会保険事務所等に資格取得
　届を提出

【健保】
●事業主が保険者に資格取得届を提出
●被扶養者については、被保険者が事業主を経由して
　保険者に被扶養者届を提出

【国保】
●被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が資格
　取得届を市町村に届出

（第１号被保険者）
●６５歳到達による資格取得については、市町村への届
　出不要
●他市町村からの転入による資格取得には、届出が必要

（第２号被保険者）　次のいずれか
●保険者に要介護（支援）認定を申請
●保険者に介護保険被保険者証の交付を申請

●事業主が公共職業安定所に資格取得届を
提出

　

現行の年金手帳・被保険者証について

住民基本台帳法に基づく転入届があったときに、
介護保険の資格取得の届出があったものとみな
される。ただし、住所地特例の場合を除く。

（１／２）



年金手帳
健康保険被保険者証

国民健康保険被保険者証
介護保険被保険者証 雇用保険被保険者証

券面記載事項
（（*）は自署）

・氏名
・生年月日
・性別

・基礎年金番号
・交付年月日
・変更後の氏名（変更日）

「国民年金の記録」欄
・資格取得年月日（*）
・被保険者の種別（*）
・資格喪失日（*）
・資格の種別変更日（*）

「厚生年金保険の記録」欄
・事業所名（*）
・事業所所在地（*）
・資格取得年月日（*）
・資格喪失日（*）

・氏名
・生年月日
・性別
・住所（健保は被保険者証裏面等に自署）

・被保険者記号番号
・保険者番号
・保険者名
・交付年月日
・資格取得年月日
・世帯主氏名【国保】
・被保険者氏名【健保・被扶養者の場合のみ】
・有効期限【国保】
・事業所名称【健保】
・事業所所在地【健保】
・保険者所在地【健保】

・氏名
・生年月日
・性別
・住所

・被保険者番号
・保険者番号（保険者の名称・印）
・交付年月日
・要介護状態区分等
・認定年月日
・認定の有効期間
・居宅サービス等における区分支給限度基準額
　（サービスの種類とその種類支給限度基準額）
　（※バウチャーを発行する市町村についてはバウチャー
　　　切り分け欄）
・認定審査会の意見及びサービスの種類の指定
・給付制限（内容及び期間）
・居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者
　及びその事業者の名称（届出年月日）
・介護保険施設等種類・名称（入退所年月日）
　（※労災保険の介護補償給付等の受給者に
　ついてはその旨と常時介護・随時介護の別を記載）

・氏名
・生年月日

・被保険者番号

媒体 紙 紙・プラスチックカード・ＩＣカード　等 紙 紙

返納の必要
なし

（原則、生涯ひとつ）
あり

（資格喪失時及び更新時）
あり

（資格喪失時）
なし

有効期限 なし あり（保険者により異なる） なし なし

被保険者資格
の管理方法

基礎年金番号と４情報（氏名、住所、生年月
日、性別）

【健保】
保険者番号、被保険者記号番号及び３情報（氏名、生年
月日、性別）
【国保】
保険者番号、被保険者記号番号及び４情報（氏名、住
所、生年月日、性別）

　

保険者番号、被保険者番号と４情報（氏名、住所、生年月
日、性別） 雇用保険被保険者番号と３情報（氏名、生

年月日、性別）

番号の変更
なし

（原則、生涯ひとつの番号）

なし
なし

（ただし、保険者（市町村）を異動すると変更）

なし

備考

初めて加入した年金制度が共済年金制度の
場合、その際には、年金手帳は交付されない。
（ただし、「基礎年金番号通知書」を交付。）

共済加入者には、共済組合員証等が交付されている。

【例：国家公務員】
　・世帯単位の交付
　・券面には、氏名・性別・生年月日・住所・資格取得
　　年月日・発行機関の所在地・保険者番号名称及び
　　印・交付年月日・有効期限のほか、被扶養者の氏
　　名・性別・生年月日、組合員及び被扶養者療養給
　　付記録を記載
　・媒体は紙

ただし、被保険者資格に異動が生じたときは
変更する場合がある。

ただし、最後に被保険者でなくなった日から
７年以上経過すると新規に付番

第２号被保険者については、①要介護（支援）認定を
申請した者及び②介護保険被保険者証の交付を申請
した者に限り、被保険者として管理

（２／２）



年金見込額試算
年金加入記録照会・年金見込額試算

（電子申請）
年金個人情報提供サービス
（ユーザＩＤ・パスワード）

ねんきん定期便

サービス提供者 社会保険庁 社会保険庁 社会保険庁 社会保険庁

サービス利用可能者 公的年金制度加入者で
申込日現在５０歳以上の方

公的年金制度加入者
公的年金制度加入者

（共済組合等加入者を除く）
公的年金制度加入者
（平成２１年４月から）

閲覧・確認方法

①社会保険庁ＨＰから、
　基礎年金番号、氏名、性別、生年月日、住
　所、現在加入している年金制度の別等を入
　力（申込み）
②社会保険庁が年金見込額試算の結果を
　社会保険庁で管理している住所に郵送

①公的個人認証サービス又は日本認証サー
　ビス（株）の「電子証明書」を取得
②厚生労働省電子申請・届出システムから
　①の電子証明書を添えて申込み
③結果は、電子文書で通知

①社会保険庁ＨＰから、基礎年金番号、氏名、
　性別、生年月日、住所等を入力し、「ユーザ
　ＩＤ・パスワード」取得の申込
②社会保険庁から、社会保険庁で管理して
　いる住所にユーザＩＤ・パスワードを郵送
③社会保険庁ＨＰから、ユーザＩＤ・パスワード
　等を入力して、利用

○社会保険庁から社会保険庁で管理してい
　る住所に郵送

閲覧・確認できる内容

●年金見込額
　　（共済組合等支給分は除外）

●加入履歴（加入制度、資格取得・喪失年月
　　日、加入月数等）

●年金見込額
　　（共済組合等支給分は除外）

●加入履歴
　（加入制度、資格取得・喪失年月日、加入
　月数等）

※申込日現在５０歳未満の方については、
　加入履歴のみを回答

●加入履歴
（加入制度、事業所名称、資格取得・喪失年月
　日、加入月数等）

●過去すべての厚生年金の標準報酬月額及
　び国民年金の保険料納付状況（納付、未納、
　免除等の別）

【全年齢共通】
●加入月数
●これまでの加入実績に応じた年金見込額
●保険料納付額（被保険者負担分）
●直近１年分の厚生年金の標準報酬月額
　及び国民年金の保険料納付状況（納付、
　未納、免除等の別）

【特定年齢（３５歳、４５歳、５８歳）の方】
●加入履歴
　（加入制度、事業所名称、資格取得・喪失
　年月日、加入月数等）
●過去すべての厚生年金の標準報酬月額
　及び国民年金の保険料納付状況（納付、
　未納、免除等の別）
※平成２１年４月から一定期間は、全年齢
　の被保険者に対して、特定年齢の方と
　同様の内容を送付

【５０歳以上の方】
●将来の年金見込額

【５０歳未満の方】
●年金額の早見表

利用件数
１７６，３３９件
（平成１８年度）

３２７件
（平成１８年度）

９２９，７４１件
------------------------

現行の年金記録情報の提供方法について

※　平成１９年１２月～平成２０年１０月目途の間は、全ての年金受給者及び被保険者に対して、加入期間及び加入履歴を通知する「ねんきん特別便」を送付。

平成１９年８月までのユーザＩＤ・パス
ワード累積発行件数

老齢年金受給者を除く

※
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医療費通知 レセプト（診療報酬明細書等）開示
特定健診等の結果に関する情報

（平成20年４月～）
介護給付費通知

情報提供主体 医療保険者 医療保険者 医療保険者 介護保険者

閲覧・通知に係
る根拠法令

厚生労働省通知　等

個人情報の保護に関する法律第２５条
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第１４条
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第１４条
地方公共団体の個人情報保護条例
等

高齢者の医療の確保に関する法律第２３条 ------------------------

対象者
医療保険加入者のうち

保険診療（調剤）を受けた者

①医療保険加入者
②①が未成年又は成年被後見人の場合にお
　　ける法定代理人
③被保険者が死亡している場合は、その遺族
等

４０歳以上７４歳以下の
医療保険加入者

介護保険被保険者のうち
サービスを受給している者

確認・閲覧方法
とその頻度

保険者から通知
　（頻度は保険者ごとに異なる）

〈例〉政管健保の場合　年２回

　保険者に対してレセプト開示を請求
　(遺族においては開示を依頼）

　（例：政管健保の場合）
　最寄りの社会保険事務所へ、開示請求（依頼）者
　本人が直接、次の書類を持参又は郵送により手続
　・診療報酬明細書等開示請求書
　・開示請求をされる方の本人確認ができる書類

保険者又は実施機関からの通知等

　　　　　　　　保険者から通知
　　実施している市町村と未実施の市町
　村があり、実施市町村の中でも、送付
　の頻度は異なる。

　【参考】
　　介護給付費通知を実施している市町村
　の数は、全体の約５０％（平成１８年度）。
　　平成２２年度末までに実施率を１００％
　とすることを目標。

確認・閲覧
できる内容

　内容は保険者ごとに異なる

　〈例〉
　・該当期間にかかった医療費の
　　総額
　・受診した医療機関名称
　・区分（入院又は通院日数）

　開示請求（依頼）をしたレセプト

　　ただし、開示することについて支障があると判断さ
  　れたレセプト等は、開示できない。
　　また、保険者によって、レセプトの保存年数が異
　　なる。

　特定健診等の内容
　
　・既往歴の調査結果
　・自覚症状及び他覚症状の有無の検査結果
　・測定結果（身長・体重・腹囲・BMI・血圧）
　・血液検査結果（肝機能・脂質・血糖）
　・尿検査結果
　・特定保健指導に関する記録　等

　内容は保険者ごとに異なる

　なお、一般的な記載内容は以下のとおり
　　・サービス利用月
　　・介護サービス事業者名称
　　・サービスの種類
　　・サービス利用日数（回数）
　　・サービス費用総額
　　・利用者負担額　　　等

利用件数
（平成１８年度）

２，８１１万件
（政管健保）

６，１７２件
（政管健保）

------------------------ 保険者数８１７

現行の医療費通知等について 参考資料9


